
令
和
六
年
二
月
六
日

一

大
分
県
報
（
企
業
局
管
理
規
程
・
告
示
）

令

和

六

年

第

四

八

二

号

二

月

六

日

（　火 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
企
業
局
管
理
規
程

大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
改
正  

一

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

道
路
区
域
の
変
更  

一

道
路
の
供
用
開
始  

二

　
　
　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正  

二

　
　
　
　
　
　
　
収
用
委
員
会
告
示

土
地
収
用
法
に
よ
る
裁
決
手
続
の
開
始  

二

○
企
業
局
管
理
規
程

　

大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
六
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

文　
　
　

雄　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　
　
　
大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
八
条
の
二
第
二
項
中
「
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
」
を
削
る
。

　

別
表
第
二
の
原
因
の
項
中
「
休
暇
の
時
間
」
を
「
休
暇
の
期
間
」
に
改
め
、
同
表
の
二
十
一
の
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

二
十
一　

職
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
で
あ
つ
て
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ

一
の
年
に
お
い
て
五
日
（
義
務
教
育
終
了
前
の

子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
日
）

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

イ　

配
偶
者
、
父
母
、
子
（
配
偶
者
の
子
及
び

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す

る
養
育
里
親
又
は
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
る
職
員
に
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童

（
同
法
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
養

育
里
親
で
あ
る
職
員
（
児
童
の
親
そ
の
他
の

同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の

意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、

同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子

縁
組
里
親
と
し
て
当
該
児
童
を
委
託
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
職
員
に
限
る
。
）
に
同
法
第

二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
委

託
さ
れ
て
い
る
児
童
を
除
く
。
）
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
祖
父

母
、
孫
及
び
配
偶
者
の
父
母
の
看
護
（
負
傷

し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
こ
れ
ら
の
者
の

世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合

ロ　

義
務
教
育
終
了
前
の
子
の
母
子
保
健
法
第

十
二
条
若
し
く
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健

康
診
査
、
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
十
一
条
に
規
定
す

る
健
康
診
断
若
し
く
は
予
防
接
種
の
付
添
い

又
は
感
染
症
の
予
防
の
た
め
の
学
校
等
の
臨

時
休
業
に
よ
り
自
宅
待
機
す
る
そ
の
子
の
世

話
を
行
う
場
合

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
の
都
度
必
要
と
認
め

る
日
又
は
時
間

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
六
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
二
月
六
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て



令
和
六
年
二
月
六
日

二

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
・
収
用
委
告
示
）

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

県
道
佐
賀
関

循
環
線

大
分
市
大
字
佐
賀
関
字
潮

礁
五
二
三
三
番
一
一
か
ら

大
分
市
大
字
佐
賀
関
字
潮

礁
五
二
三
四
番
三
ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

一
六
・
〇　
　

～　

四
・
〇

メ
ー
ト
ル

一
五
九
・
〇

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

後

Ａ

一
六
・
〇　
　

　

～　

四
・
〇

一
五
九
・
〇

Ｂ

三
六
・
二　
　

　

～　

四
・
一

一
二
〇
・
二

大
分
県
告
示
第
六
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
二
月
六
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
耶
馬
溪
院
内
線

宇
佐
市
院
内
町
定
別
当
字
入
道
三
五
六
番
七
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
定
別
当
字
入
道
三
五
八
番
八
ま
で

令
六
・　

二
・　

六

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

　

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
年
大
分
県
選

挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
六
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

一　
　
　

木　
　
　

俊　
　
　

葊　

　

一　

指
定
病
院
中

「
医
療
法
人
芝
蘭
会
今
村
病
院　
　

〃　

大
手
町
三
丁
目
二—

二
九

　

社
会
医
療
法
人
恵
愛
会
大
分
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　

村
病
院　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

大
手
町
三
丁
目
二—

四
三
」

「
医
療
法
人
芝
蘭
会
今
村
病
院　
　

〃　

大
手
町
三
丁
目
二—

二
九
」
に
、

「
医
療
法
人
社
団
三
杏
会
仁
医
会

　

病
院　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

大
字
古
国
府
七
八
一—

三
」
を

「
医
療
法
人
社
団
三
杏
会
仁
医
会

　

病
院　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

大
字
古
国
府
七
八
一—

三

　

社
会
医
療
法
人
恵
愛
会
大
分
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

村
病
院　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

舞
鶴
町
一
丁
目
四—

一　

」

○
収
用
委
員
会
告
示

大
分
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
六
年
二
月
六
日

大　

分　

県　

収　

用　

委　

員　

会　

一　

起
業
者
の
名
称

　
　

国
土
交
通
大
臣

二　

事
業
の
種
類

　
　

一
般
国
道
十
号
改
築
工
事
（
高
江
拡
幅
）
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
市
道
及
び
公
共
下
水
道
付
替
工
事

三　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

　

１　

収
用
の
部
分

土
地
の
所
在

地   
番

地　

 

目

地　
　

   　

積

裁
決
手
続
の
開
始

を
決
定
し
た
面
積

公
簿

現
況

公　

簿

実　

測



令
和
六
年
二
月
六
日

三

大
分
県
報
（
収
用
委
告
示
）

大
分
市
大
字

中
判
田
字
笹

越

四
一
八
番
一
山
林

山
林

平
方
メ
ー
ト
ル

四
、
九
四
五

平
方
メ
ー
ト
ル

八
、
三
七
五
・
二
八

平
方
メ
ー
ト
ル

二
、
五
九
九
・
四
八

四
一
九
番
一
山
林

山
林

平
方
メ
ー
ト
ル

八
、
三
四
五

平
方
メ
ー
ト
ル

八
、
三
四
五
・
二
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

四
九
〇
・
六
九

平
方
メ
ー
ト
ル

一
七
九
・
九
七

四
二
〇
番
一
山
林

山
林

平
方
メ
ー
ト
ル

五
三
二

平
方
メ
ー
ト
ル

一
、
七
九
二
・
六
三

平
方
メ
ー
ト
ル

一
、
七
九
二
・
六
三

　

２　

使
用
の
部
分

　
　

⑴　

土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

土
地
の
所
在

地   

番

地　

 

目

地　
　

   　

積

裁
決
手
続
の
開
始

を
決
定
し
た
面
積

公
簿

現
況

公　

簿

実　

測

大
分
市
大
字

中
判
田
字
笹

越

四
一
八
番
一
山
林

山
林

平
方
メ
ー
ト
ル

四
、
九
四
五

平
方
メ
ー
ト
ル

八
、
三
七
五
・
二
八

平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

一
七
・
三
四

平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　

〇
・
四
一

四
一
九
番
一
山
林

山
林

平
方
メ
ー
ト
ル

八
、
三
四
五

平
方
メ
ー
ト
ル

八
、
三
四
五
・
二
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

一
三
・
八
一

　
　

⑵　

使
用
の
方
法
及
び
期
間
等

使
用
方
法

範　

囲

使
用
期
間

側
溝
設
置
に
伴
う
床
掘
工
事
を
行
う

た
め
の
一
時
使
用

平
方
メ
ー
ト
ル

　

一
七
・
三
四

明
渡
し
の
日
の
翌
日
か
ら
九
二
七
日
間

平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

〇
・
四
一

平
方
メ
ー
ト
ル

　

一
三
・
八
一

明
渡
し
の
日
の
翌
日
か
ら
二
七
六
日
間

四　

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

佐
藤　

慎
也

　
　

大
分
市
大
字
宮
崎
一
一
九
六
番
地
の
二
二

　
　

た
だ
し
、
登
記
記
録
上
の
住
所

　
　

大
分
市
大
字
寒
田
一
〇
六
六
番
地
の
七
八

五　

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

地　

番

氏　
　
　

名

住　
　
　

所

権
利
の
種
類

四
一
八
番
一

九
州
電
力
送
配
電
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

廣
渡　

健

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
渡
辺
通

二
丁
目
一
番
八
二
号

地
役
権

平
成
一
八
年
七
月
六
日

受
付
第
一
五
三
二
〇
号

四
一
九
番
一

九
州
電
力
送
配
電
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

廣
渡　

健

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
渡
辺
通

二
丁
目
一
番
八
二
号

地
役
権

平
成
一
八
年
七
月
六
日

受
付
第
一
五
三
二
一
号

四
二
〇
番
一

九
州
電
力
送
配
電
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

廣
渡　

健

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
渡
辺
通

二
丁
目
一
番
八
二
号

地
役
権

平
成
一
八
年
七
月
六
日

受
付
第
一
五
三
二
二
号

六　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

　
　

令
和
六
年
一
月
二
十
三
日


